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(証券コード3059) 
平成30年６月７日 

株 主 各 位 
神戸市須磨区中島町三丁目２番６号  

（本社 神戸市西区岩岡町野中字福吉556） 
 

 
 
代表取締役 向 畑 達 也 

 
第41回定時株主総会招集ご通知  

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 
さて、当社第41回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席ください

ますようご通知申し上げます。 
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますの

で、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書
用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年６月27日（水曜日）当社営業時間終
了の時（午後５時30分）までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。 

敬 具 
記 

1. 日  時  平成30年６月28日（木曜日) 午前10時 
2. 場  所  神戸市西区岩岡町野中字福吉556 

当社 本社５階多目的ホール 
3. 目的事項   報 告 事 項  1. 第41期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）事業

報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 

2. 第41期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）計算
書類の内容報告の件 

 決 議 事 項   
 第１号議案 剰余金の処分の件 
 第２号議案 定款の一部変更の件 
 第３号議案 取締役６名選任の件 
 第４号議案 監査役３名選任の件 

以 上 
  

１．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ
いますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参
くださいますようお願い申し上げます。 

２．本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、以下の事項につきましては、法令およ
び当社定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
(http://company.hiraki.co.jp/)に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類に
は記載しておりません。 

  ①連結計算書類の連結注記表 
  ②計算書類の個別注記表 
  なお、本招集ご通知の添付書類に記載しております連結計算書類および計算書類は、

会計監査人および監査役が会計監査報告および監査報告の作成に際して監査した連結
計算書類および計算書類の一部であります。 

３. 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正すべき事情
が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(http://company.hiraki.co.jp/)
に掲載させていただきます｡  
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(添付書類) 
 

事 業 報 告 

(平成29年４月１日から 
平成30年３月31日まで ) 

 
1. 企業集団の現況に関する事項 

(1) 事業の経過およびその成果 
① 全般的概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善が見られ、引

き続き緩やかな景気回復基調にあるものの、実質賃金の伸び悩み、米国の不安定な

政策運営など、景気の先行きは不透明な状況となっています。 

当社グループが属する小売業界におきましては、個人消費は緩やかに持ち直して

いるものの、将来不安から来る消費者の生活防衛意識が依然として根強く、引き続

き予断を許さない経営環境で推移いたしました。 

このような状況の下、当社グループは、本年度は「2015 年度～2017 年度 中期経

営計画」の 終年度を迎え、靴・履物販売数量ナンバーワンを目指す靴総合販売会

社への地歩を固めるべく、安く作り・安く売る体制の強化に取り組んでまいりまし

た。 

以上の結果、当連結会計年度における連結売上高は、177 億 88 百万円（前期比

2.2％減）、営業利益は 10 億 53 百万円（前期比 29.6％増）、経常利益は 10 億 69

百万円（前期比 38.5％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は７億 28 百万円

（前期比 38.5％増）となりました。 
 

② 事業別概況 

 事業の種類別セグメントの売上高は、次のとおりであります。 

(単位：百万円) 
 

区       分 金   額 構成比(％) 前期比(％) 

通 信 販 売 事 業 9,357 52.6 99.2 

デ ィ ス カ ウ ン ト 事 業 7,871 44.3 98.1 

卸 販 売 事 業 559 3.1 76.6 

合 計 17,788 100.0 97.8 
 

(注) 上記金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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（通信販売事業） 

通信販売事業におきましては、販売促進面では、首都圏・中部圏・関西圏を主に延べ

６ヶ月テレビＣＭを放映するとともに、全国の食品スーパーや 100 円ショップ 27 千ヶ

所に 240 万部の無料カタログを設置、レジ袋へのチラシ 720 万部を封入するなど新規顧

客の獲得に努めました。また、注文経路の６割弱を占めるＷＥＢサイトにおけるデジタ

ル広告の強化およびＳＮＳの活性化を図るなど新規顧客の獲得とあわせ、既存顧客との

接点を拡充するため、ＬＩＮＥ＠の配信内容の強化や１to１マーケティングを開始いた

しました。商品面では、受注のけん引役となる圧倒的低価格の販売促進商品､『ＪＯＧ

軽Ａｉｒ (780 円)』が 22 万足を受注いたしました。また､『ＰＩＴＴサンダル (499

円)』は、累計 41 万足を越えるヒット商品となりました。一方で、秋・冬用の販売促進

商品は残暑の影響もあり、８・９月における受注に苦戦いたしました。この結果、受注

件数は概ね前年を確保できましたが、売上高は、受注単価の低下により、93 億 57 百万

円（前期比 0.8％減）となりました。 

利益面は、為替要因や新規工場開拓による仕入原価低減が図られ、売上総利益率が大

きく改善し、セグメント利益（営業利益）は 12 億 38 百万円（前期比 25.4％増）とな

りました。 

 

（ディスカウント事業） 

ディスカウント事業におきましては、来店客数・買い上げ点数アップおよびＰＢ商品

の売上増加策に加え、長期催事を織り交ぜた 40 ヶ所での出張販売を精力的に実施した

結果、靴・衣料の売上およびＰＢ商品の売上は増加したものの、競合の激しい食品・日

用雑貨の売上減少を補うことができず、前期売上高の確保に至りませんでした。この結

果、売上高は 78 億 71 百万円（前期比 1.9％減）となりました。  

  利益面では、ＰＢ商品の売上増加ならびに売上構成比のアップによる売上総利益の増

加、および広告宣伝費を主に販売費および一般管理費の減少により、セグメント利益

（営業利益）は１億 28 百万円（前期比 65.8％増）となりました。 
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（卸販売事業） 

卸販売事業におきましては、ホームセンター等との新規取引が始まったものの、大口

ＯＥＭ先に対する新商品の受注が伸び悩んだことに加え、靴小売店向け卸販売において

はリピート率が低下した結果、売上高は５億 59 百万円（前期比 23.4％減）、セグメン

ト利益（営業利益）は 58 百万円（前期比 47.7％減）となりました。 

 
 

③ 設備投資の状況 
当連結会計年度中に実施した設備投資の総額はリースを含めて55百万円であり、

その主なものは、岩岡店本館エレベーターリニューアル工事11百万円、通販基幹シ
ステムに係る改修費用10百万円であります。 

 
 

④ 資金調達の状況 
当連結会計年度における所要資金は、長期借入金による資金調達によって充当い

たしました。 
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(2) 対処すべき課題 

今後の見通しといたしましては、米国の政策運営や北朝鮮・中東情勢などの地政

学リスクが懸念されるものの、国内景気は企業収益や雇用環境の改善が続く中、引

き続き緩やかに回復するものと予想されます。一方、人手不足やそれに伴う人件

費・物流費の高騰、将来不安からくる生活防衛意識の継続など、当社グループにお

きましては厳しい経営環境が今後とも続くと思われます。 

このような中、平成 30 年度は「第二次中期経営計画（2018 年度～2020 年度）」

の初年度として、「お客様に支持され、社会に貢献し、世の中に必要とされ、そし

て従業員の拠り所となる会社であり続けること。」を基本方針に、「他にはない、

他ではできない、それがヒラキです。」をスローガンとして、企業価値の向上を目

指してまいります。 

通信販売事業におきましては、「新規顧客の獲得とリピーターの拡大」「カタロ

グとＷＥＢの相乗効果の拡充」「靴・安さの更なる強化」を図ることにより、生活

応援通販としての地位を確固たるものとし、売上増加につなげてまいります。 

ディスカウント事業におきましては、お客様の日常のお買い物に「ワクワク感」

を抱いてもらうことを目指し、ＰＢ商品を含めた低価格で圧倒的な品ぞろえを誇る

靴売り場を核に、その他カテゴリーとあわせ、売上増加・売上総利益率の更なる向

上を図ってまいります。一方、店舗運営の効率化やローコストオペーレーションを

継続して推進してまいります。 

卸販売におきましては、既存取引先との取り組み強化に加え、新規ＯＥＭ先の取

引開拓を推し進め、ＢtoＢ営業モデルの確立を目指してまいります。 

 

株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援ご鞭撻を賜りますよう 

お願い申し上げます。 
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(3) 財産および損益の状況の推移 
 

期 別 
区 分 

第38期 
 

(平成27年３月期) 

第39期 
 

(平成28年３月期) 

第40期 
 

(平成29年３月期) 

第41期 
(当連結会計年度) 
(平成30年３月期) 

売 上 高 (百万円) 17,808 17,874 18,183 17,788 

経 常 利 益 (百万円) 494 488 772 1,069 

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 (百万円) 224 286 526 728 

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 46円07銭 58円87銭 108円02銭 149円66銭 

総 資 産 (百万円) 17,716 17,321 17,963 17,321 

純 資 産 (百万円) 4,882 4,701 5,404 5,825 

 
(4) 重要な親会社および子会社の状況 
① 親会社の状況 

該当事項はありません。 
 

② 重要な子会社の状況 

会 社 名 資 本 金 当社の出資率 主要な事業内容 

上海平木福客商業有限公司 
    （中国 上海市） 

1,050千米ドル 100％ 
靴・履物等の企画・ 
発注および仕入 

 
③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況 

該当事項はありません。 
 

(5) 主要な事業内容 

事 業 部 門 事 業 内 容 

通信販売事業 
自社企画開発商品を中心とした、カタログ、インターネットによる靴・履
物、衣料品、日用雑貨品等の販売 

ディスカウント 
事 業 

ディスカウント業態の店舗による靴・履物、食料品、衣料品、日用雑貨品
等の販売 

卸 販 売 事 業 
ＯＥＭ開発商品を中心とした、大手小売店、量販店等への靴・履物等の 
販売 
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(6) 主要な事業所および営業所 
① 当 社 

 本 社  神戸市西区岩岡町野中字福吉556 
 本 部  須磨本部（神戸市須磨区） 
 店 舗  岩岡店（神戸市西区)、日高店（兵庫県豊岡市)、 

龍野店（兵庫県たつの市)、姫路店（兵庫県姫路市） 
サンパティオ庄内店（大阪府豊中市） 

 物流センター  生野事業所（兵庫県朝来市） 
 営 業 所  東京営業所（東京都台東区) 

 
② 子会社 

   上海平木福客商業有限公司（中国 上海市） 
 

(7) 従業員の状況 
① 企業集団の従業員数 

 
従  業  員  数 前連結会計年度末比増減 

256名 ８名減 
 

(注) 従業員数には、パート・アルバイト357名は含んでおりません｡（パート・アルバイト
については、年間平均雇用人員（１ヶ月165時間換算）で算出しております｡） 

 
② 当社の従業員数 

 
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数 

249名 ８名減 43.2歳 14.1年 
 

(注) 従業員数には、パート・アルバイト357名は含んでおりません｡（パート・アルバイト
については、年間平均雇用人員（１ヶ月165時間換算）で算出しております｡） 

 
(8) 主要な借入先の状況 

 
借   入   先 借 入 額（百万円） 

株 式 会 社 み な と 銀 行 1,562 

株 式 会 社 山 陰 合 同 銀 行 1,159 

神 戸 信 用 金 庫 775 

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 703 

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 694 

 



 
01_9606701103006.doc 
 2018/05/22 23:12:00印刷 7/17 

― 8 ― 

2. 会社の株式に関する事項 
(1) 発行可能株式総数 17,920,000株  
  
(2) 発行済株式の総数 4,870,886株  
 （自己株式  284,714 株を除く) 
(3) 株主数 11,369名  

 
(4) 大株主の状況 

  
株   主   名 持 株 数 持 株 比 率 

 千株 ％ 

株 式 会 社 マ ヤ ハ 752 15.43 

ヒ ラ キ 従 業 員 持 株 会 262 5.39 

神 戸 信 用 金 庫 251 5.15 

株 式 会 社 み な と 銀 行 211 4.33 

平 木 和 代 195 4.01 

株 式 会 社 山 陰 合 同 銀 行 184 3.77 

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 120 2.46 

向 畑 達 也 113 2.33 

株 式 会 社 山 口 銀 行 96 1.97 

梅 木 孝 雄  87 1.79 
 

(注) 1．千株未満は、切り捨てて表示しております。 
2．当社は、自己株式284,714株を保有しておりますが、上記大株主から除いておりま

す。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。 
 

3. 会社の新株予約権等に関する事項 
（1）当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況 

該当事項はありません。 
 

（2）当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付された新株予約権等の
状況 
該当事項はありません。 

 
（3）その他新株予約権等に関する重要な事項 

該当事項はありません。 
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4. 会社役員に関する事項 
(1) 取締役および監査役の氏名等 

 
地   位 氏   名 担当および重要な兼職の状況 

代 表 取 締 役 
社長執行役員 

向 畑 達 也 高執行責任者 

取 締 役 
専務執行役員 

梅 木 孝 雄 
営業本部長兼ディスカウント事業部長兼物流部長 
上海平木福客商業有限公司 董事 

取 締 役 
常務執行役員 

姫 尾 房 寿 
現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室長 
上海平木福客商業有限公司 監事 

取 締 役 
執 行 役 員 

堀 内 秀 樹 
営業本部開発商品事業部長 
上海平木福客商業有限公司 董事長 

取 締 役 朝 家  修 公認会計士・税理士朝家事務所 代表 

常 勤 監 査 役 伊 原 英 二  

監 査 役 松 田 陽 三  

監 査 役 熊 尾 弘 樹  
 

(注) 1．取締役のうち朝家 修氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
なお、同氏は東京証券取引所から確保を義務づけられている独立役員として同取引
所に届け出ております。 

2．監査役のうち松田陽三氏および熊尾弘樹氏は、会社法第２条第16号に定める社外監
査役であります。なお、両氏は東京証券取引所から確保を義務づけられている独立
役員として同取引所に届け出ております。 

3．監査役 熊尾弘樹氏は、元病院事務局長として経理部門に長年勤務し、財務および
会計に関する相当程度の知見を有しております。 

4. 重要な兼職の異動の状況について 
    向畑達也氏は、平成29年６月８日付をもって、上海平木福客商業有限公司董事長

を任期満了により退任しております。また新たに、堀内秀樹氏が、同日付をもって、
上海平木福客商業有限公司董事長に就任しております。 

5．当事業年度中の取締役の地位・担当等の異動 
該当事項はありません。 

 
 

<ご参考> 当社の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。 
（平成30年３月31日現在） 

 
地   位 氏   名 担         当 

上席執行役員 松 添 晃 明 現業支援本部プロジェクト・システム室長 

執 行 役 員 埜 邨 敬 和 品質管理部長 
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(2) 取締役および監査役の報酬等の額 
区  分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額 

取  締  役 ５名 60,943千円 

監  査  役 ３名 21,655千円 

合 計 
（うち社外役員） 

８名 
（３名） 

82,598千円 
 （7,000千円） 

(注) 報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人分給与（賞与を含む｡）は含まれており
ません。 

 
(3) 社外役員に関する事項 
① 重要な兼職先と当社との関係 

イ. 朝家 修氏は、公認会計士・税理士朝家事務所代表であります。当社と重要な
取引その他の関係はありません。 

ロ. 松田陽三氏は、重要な兼職先について該当事項はありません。 
ハ. 熊尾弘樹氏は、重要な兼職先について該当事項はありません。 

  ②  主要取引先等特定関係事業者 
  該当事項はありません。 

③ 当事業年度における主な活動状況 

氏名 主な活動状況 

朝家 修 当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、公認会計士・税理士として
財務の専門家としての知識や経験に基づき議案審議等に必要な発言を行
い、当社取締役会の活性化に貢献しております。 

松田陽三 当事業年度開催の取締役会14回・監査役会14回全てに出席し、金融機関に
おける長年の実務経験および金融財政に関する幅広い知識や経験に基づき
発言を行い、当社の監査体制の強化に貢献しております。 

熊尾弘樹 当事業年度開催の取締役会14回・監査役会14回全てに出席し、元金融機関
役員および元病院事務局長として有する財務等豊富な実務経験に基づき発
言を行い、当社の監査体制の強化に貢献しております。 

  ④  責任限定契約 
    当社は、社外取締役および各社外監査役との間で、会社法第423条第１項の賠償

責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に
定める 低責任限度額となります。 
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5. 会計監査人に関する事項 
(1) 会計監査人の名称 

有限責任監査法人トーマツ 

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 30百万円

② 当社および子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 30百万円
(注)1．監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人より必要な資料の入手、報告

を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積り
の算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断した
ため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。 

2．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引
法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、
上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。 

3．当社の海外子会社は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人 (外国に
おけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む｡）の監査（会社法または金融
商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む｡）の規定によるものに限
る｡）を受けております。 

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断

した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容

を決定します。 

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当する

と認められる場合に、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この

場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集される株主総会において、会

計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。 
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6. 業務の適正を確保するための体制 
当社は、会社法および会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体

制」について、取締役会において決議をしております。 

その概要は以下のとおりであります。 

（1）当社および子会社（以下「当社グループ」という。）の取締役、執行役員その他 

これらの者に相当する者（以下「取締役等」という。）および使用人の職務の執行

が法令および定款に適合することを確保するための体制 

① 当社グループは、事業を適正かつ効率的に運営するため、社員就業規則等におい

て、当社グループの取締役等および使用人が、誠実に法令、規程および通達を遵守

し、全力をあげてその職務の遂行に専念すべき義務を定めます。 

②  取締役会は、法令および定款に定められた事項のほか重要な業務執行に関する事

項を付議します。 

 取締役は、取締役会が決定する業務担当に基づき、法令および定款に則り、業務

を執行します。 

③  監査役会は、取締役会における経営判断の適正性を監視する機関であり、また監

査体制の一層の強化を目的とします。 

 監査役は、法令の定める権限を行使するとともに、内部監査室および会計監査人

と連携して、当社グループの取締役等の職務執行が法令および定款に適合すること

を確保します。 

④  当社は、執行役員制度を導入し、経営の執行は取締役、業務の執行は執行役員と

役割を明確にするとともに、独立性を考慮した社外取締役の選任を行い、コーポレ

ート・ガバナンスの強化に努めます。 

⑤  当社は、有効な内部牽制機構によるコンプライアンスの充実を図ることを趣旨と 

して、社長執行役員直轄の内部監査室を設置し、監査役および会計監査人と意見交 

換を行い、密接に連携しながら、当社グループにおける内部統制の評価ならびに業 

務の適正性および有効性について監査します。内部監査室は、監査結果について取

締役および監査役に報告を行います。 

⑥  当社は、社長執行役員を委員長とする内部統制委員会を設置し、当社グループ全 

体の内部統制システムの整備・運用の推進を図り、その結果を取締役会に報告する 

体制とします。 

⑦  当社は、コンプライアンスに係る管理を総合的・体系的に実施するため「コンプ 

ライアンス規程」を制定するとともに、「倫理規範」「行動規範」を定め、その周 

知徹底を図ります。当社グループの取締役等および使用人はこれを遵守するものと 

します。取締役会は遵守状況をモニタリングし評価します。 
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⑧  当社は、当社グループ全体に係る「ヒラキ・ヘルプライン運用基準」を定め、事 

件、事故を未然に防止し、あるいは不正行為、コンプライアンス違反行為等を是正 

し、かつ、将来に向けての改善方法を提示することにより、企業倫理、法令等の遵 

守を徹底することを目的として、当社グループの内部通報窓口「ヒラキ・ヘルプラ 

イン」を設置します。「ヒラキ・ヘルプライン」は、当社常勤監査役に通報できる

体制とし、通報者のプライバシーの保護ならびに通報者が通報を理由に不利益な取

扱いを受けないことを規定します。また、その運用状況を毎年取締役会に報告しま

す。 

⑨  当社グループは、金融商品取引法等に基づく財務報告の信頼性を確保するため、

｢財務報告に係る内部統制の整備・運用規程」を制定し、必要な整備を行い、一般

に公正妥当と認められる内部統制の評価基準に準拠して内部統制の有効性を評価し

ます。 

 

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

①  情報の保存および管理 

当社は、「文書規程」に基づき、当社グループの保存対象文書（電磁的記録を含

む。）、保管期間および保管部門を定め、取締役の職務の執行に係る情報の保存お

よび管理に関する体制を確保します。 

②  情報の閲覧 

当該情報は必要に応じ、必要な関係者が閲覧できる体制を維持します。 

③  情報セキュリティ体制 

当社は、「情報システム安全管理規程」その他関連規程を定め、当社グループの

情報の取扱い・保管・セキュリティに関する適切な運用体制を構築します。 

 

（3）当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① リスク管理体制 
当社は、当社グループにおける様々なリスクの管理を適切に行うため、取締役会

の決議によりリスク管理の基本的事項を「リスク管理規程」として定めています。

内部統制委員会においてリスクを把握し、リスクごとの管理責任部門（子会社を含

む。）を明確にしてそれぞれのリスク特性に応じた対応策を講じます。そのために

リスクの状況を把握し、迅速に判断できるように、各部門はリスクの状況を定例的

に内部統制委員会に報告する体制とします。リスクの内容ならびに対策については、

適宜経営会議に報告し、必要に応じて取締役会へ報告を行います。 

また、社外システムの活用によるリスク管理として特にコンプライアンス面での

充実を趣旨とし、事業活動において法律的リスクの可能性を確認する場合、総務部

が窓口となり、顧問弁護士、税理士等からの助言に基づき、対処する体制を整えま

す。 
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② 職務権限の原則 

当社グループの取締役等および各職位にある使用人は、取締役会決議および「職

務権限規程」に基づき、その職務の遂行に必要な権限を付与されるとともに、その

範囲内で職務の執行に伴うリスクを管理し、結果について責任を負います。 

③ 監査体制 
当社グループのリスク管理体制の適切性を維持するために、リスク管理のプロセ

スが有効に機能しているかどうか、内部監査室が各部署および子会社に対する監査

を行う体制とします。 

④ 危機管理 

当社グループにおいて自然災害などの重大事態が発生した場合、「緊急連絡体

制」に基づき、社長執行役員を本部長とする緊急対策本部を設置し、損害・損失等

を 小限にとどめるための具体策を迅速に決定・実行します。 

 

（4）当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体

制 

① 経営方針、経営戦略および経営計画 

取締役会は、当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確

保するため、当社グループの取締役等および使用人全員が共有する経営方針、経営

戦略および経営計画を定め、その浸透を図ります。 

② 経営会議 

当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、

経営会議を設置し、業務執行状況について審議します。 

③ 執行役員制度 

当社は、経営と業務執行の分離により、取締役の職務の執行が効率的に行われる

ことを確保するため、執行役員制度を導入し、経営の効率化を図ります。 

④ 営業本部の設置 

営業部門を全社統合するため、営業本部を設置します。営業本部は経営資源を集

中し、当社の強みを 大限に活かし、機動力をもって展開します。 

⑤ 職務権限および責任の明確化 

執行役員および使用人の職務分掌と権限を社内規程で明確にし、取締役の職務の

執行が適正かつ効率的に行われる体制を確保します。 
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（5）当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 

① グループ運営体制 

当社は、当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営・事業に関

する承認・報告体制を整備し、グループ会社の経営体制を定めます。 

② 子会社からの報告 

当社は、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、取締役会ま

たは当社グループの取締役等が出席する連絡会議等における定期的な報告を義務付

け、必要に応じて指導・育成を行います。 

③ 監査 

監査役および内部監査室は、子会社に対し監査を行い、当社グループの統一的な

業務執行を確保します。 

 

（6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人

に関する事項 

監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監

査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を指名します。 

 

（7）監査役を補助する使用人の独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実

効性の確保に関する事項 

① 独立性の確保 

監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に

移譲されたものとし、取締役等の指揮命令は受けないものとします。当該使用人に

対する人事、処遇については、監査役会の同意を得るものとします。 

② 指示の実効性の確保 

当社は、指名された使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社グループの

取締役等および使用人に周知徹底し、監査役監査に必要な調査を行う権限を付与し

ます。 
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（8）当社グループの取締役等および使用人が当社監査役に報告するための体制等に関す

る事項 

① 取締役等および使用人による当社監査役への報告 

当社グループの取締役等および使用人（これらの者から報告を受けた者を含む。

以下同じ。）は、その業務執行について当社監査役より説明を求められた場合、も

しくは当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事項および不正行為や法令な

らびに定款違反行為を認知した場合は、当該事実を当社監査役に報告する体制を確

保します。 

② 重要な会議への出席 

常勤監査役は経営会議その他社内会議に出席し、当社グループの経営上の重要情

報について適時報告を受けられる体制とするとともに、稟議書その他業務執行に関

する重要な文書は、都度監査役に回覧します。 

③ 報告者の保護 

当社は、監査役へ報告を行った当社グループの取締役等および使用人に対し、当

該報告を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行うことを禁止します。 

 

（9） その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

① 内部監査室は、監査役と緊密な連携を保ち監査役が自らの監査について協力を求

めるときは、監査役の効率的な監査を行うことができるよう努めます。 

② 代表取締役は、監査役との間で定期的な意見交換を行う機会を確保すること等に

より、監査役による監査機能の実効性向上に努めます。 

③ 外部専門家の起用 

監査役が必要と認めるときは、顧問弁護士・税理士との連携を図り内部統制機能

を充実させます。 

④ 監査費用等の処理に係る方針 

監査役がその職務の執行につき費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、

当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費

用または債務を処理するものとします。 

 

(10） 反社会的勢力への対応 

当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体

に対しては、当社グループ業務への関与を拒絶し、あらゆる要求を排除するととも

に、不当な要求を受けた場合には警察等の外部専門機関との緊密な提携関係のもと、

組織的な対応を図ります。 
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7.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

  当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとお

りであります。 

 

（1）内部統制システム全般 

  当社グループの内部統制システム全般の整備・運用状況について、当社の内部統制委

員会（当事業年度は５回開催）および内部監査室がモニタリングし、改善に取り組んで

おります。また、内部統制委員会および内部監査室は、金融商品取引法に基づく「財務

報告に係る内部統制の有効性の評価」を行っております。 

  取締役会は半期毎に子会社から業務報告および経営計画についての説明を受け、指導

を行っております。また、当事業年度においては、文書規程および特定個人情報取扱規

程を改正し、業務プロセスの明確化を目的とした品質管理業務規程を制定するなど、当

社グループ全体としての業務の適正の確保を図っております。 

 

（2）コンプライアンス体制 

  当社グループの役職員に向けて、コンプライアンス（インサイダー取引防止を含

む。）、個人情報保護および情報セキュリティに係る研修をそれぞれ年１回実施すると

ともに、適宜社内通達や社内報による啓蒙、朝礼時の「倫理規範」「行動規範」の唱和

などにより、コンプライアンス意識の向上に取り組みました。また、全役職員は年 1回

コンプライアンス遵守の宣誓を書面にて行っております。 

  当社グループの内部通報窓口「ヒラキ・ヘルプライン」については、栞にして全役職

員に配布するなど周知に努め、取締役会において定期的に通報内容の概要を報告してお

ります。  

 

（3）リスク管理体制 

  リスク管理規程に基づき、内部統制委員会において、リスクを定期的に洗い直し当社

グループ全体のリスクを把握し、予防策として具体的な対策の協議を行っております。 
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  危機発生時に緊急連絡体制に基づいた迅速な対応を行うことを可能とするために、緊

急事態対応マニュアルを整備し、全役職員を対象とする緊急通報・安否確認システムを

稼働させております。また、各事業所においては、災害を想定した訓練を定期的に実施

しております。 

 

（4）効率的な職務執行体制 

  取締役会（当事業年度は 14 回開催）は、独立社外取締役１名を含む取締役５名で構

成されており、独立社外監査役２名を含む監査役３名も出席し、経営上の重要事項につ

いての審議ならびに決議を行っております。 

  当社は執行役員制度を導入しており、執行役員が出席する経営会議（当事業年度は

12 回開催）および常務連絡会（当事業年度は 45 回開催）において、業務執行について

機動的な意思決定を図っております。 

 

（5）内部監査 

  内部監査室は、内部監査計画に基づき、年１回業務の適正性、法令遵守状況について、

各部門および子会社に対し内部監査を実施しております。 

 

（6）監査役の職務執行 

  監査役会（当事業年度は 14 回開催）は、監査に関する重要な事項について協議なら

びに決議を行うとともに、代表取締役、独立社外取締役および会計監査人との間でそれ

ぞれ定期的な意見交換会を実施いたしました。 

  監査役会は、内部監査室による内部監査に全て立ち会い、同時に監査役監査を実施い

たしました。 

また、常勤監査役は、内部統制委員会、経営会議等重要な会議への出席ならびに取締

役、使用人からのヒアリングや重要文書の閲覧を通じて、重要な意思決定の過程および

業務の執行状況を確認し、より効率的な運用を行うための助言を行っております。 
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連結貸借対照表 
(平成30年３月31日現在) 

(単位：千円) 
 

資  産  の  部 負  債  の  部 

科     目 金  額 科     目 金  額 
 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 

商 品 

未 着 商 品 

貯 蔵 品 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 及 び 構 築 物 

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 

土 地 

リ ー ス 資 産 

そ の 他 

無 形 固 定 資 産 

投 資 そ の 他 の 資 産 

投 資 有 価 証 券 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

 
10,968,205 

6,487,999 

1,102,442 

3,115,689 

37,485 

16,568 

135,221 

91,910 

△19,111 

6,353,329 

6,037,734 

2,696,364 

6,931 

3,157,566 

115,185 

61,686 

133,194 

182,400 

64,906 

70,346 

47,151 

△3 

 
流 動 負 債 

買 掛 金 

１年内返済予定の長期借入金 

未 払 金 

未 払 法 人 税 等 

賞 与 引 当 金 

ポ イ ン ト 引 当 金 

そ の 他 

固 定 負 債 

長 期 借 入 金 

退 職 給 付 に 係 る 負 債 

環 境 対 策 引 当 金 

資 産 除 去 債 務 

そ の 他 

 
4,766,864 

946,745 

2,322,352 

801,990 

220,878 

131,429 

33,109 

310,359 

6,728,916 

6,351,363 

154,246 

13,568 

32,641 

177,097 

負 債 合 計 11,495,781 

純 資 産 の 部 
 

株 主 資 本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 

為 替 換 算 調 整 勘 定 

 
5,867,540 

450,452 

1,148,990 

4,419,209 

△151,110 

△41,786 

13,177 

△74,214 

19,249 

純 資 産 合 計 5,825,754 

資 産 合 計 17,321,535 負 債 及 び 純 資 産 合 計 17,321,535 
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連結損益計算書 
(平成29年４月１日から平成30年３月31日まで) 

(単位：千円) 
 

科        目 金        額 

売 上 高  17,788,053 

売 上 原 価  9,724,473 

売 上 総 利 益  8,063,580 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  7,009,936 

営 業 利 益  1,053,643 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 及 び 配 当 金 5,856  

為 替 差 益 14,704  

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益 31,263  

そ の 他 55,737 107,562 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 89,277  

そ の 他 2,696 91,973 

経 常 利 益  1,069,232 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益  1,069,232 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 328,261  

法 人 税 等 調 整 額 11,978 340,239 

当 期 純 利 益  728,992 

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益  728,992 
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連結株主資本等変動計算書 
(平成29年４月１日から平成30年３月31日まで) 

(単位：千円) 
 

 
株   主   資   本 

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当 期 首 残 高 450,452 1,148,990 3,797,377 △151,003 5,245,816 

当 期 変 動 額      

剰 余 金 の 配 当   △107,161  △107,161 

親会社株主に帰属 
す る 当 期 純 利 益   728,992  728,992 

 自 己 株 式 の 取 得    △106 △106 

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 
当 期 変 動 額（純 額) 

     

当 期 変 動 額 合 計 － － 621,831 △106 621,724 

当 期 末 残 高 450,452 1,148,990 4,419,209 △151,110 5,867,540 

 

 
 

 

その他の包括利益累計額 

純 資 産 合 計 そ の 他 
有 価 証 券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

為 替 換 算 
調 整 勘 定 

その他の包
括利益累計
額 合 計 

当 期 首 残 高 11,273 129,143 18,711 159,128 5,404,944 

当 期 変 動 額      

剰 余 金 の 配 当     △107,161 

親会社株主に帰属 
す る 当 期 純 利 益     728,992 

 自 己 株 式 の 取 得     △106 

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 
当 期 変 動 額 （純 額) 

1,904 △203,357 538 △200,914 △200,914 

当 期 変 動 額 合 計 1,904 △203,357 538 △200,914 420,809 

当 期 末 残 高 13,177 △74,214 19,249 △41,786 5,825,754 
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貸 借 対 照 表 
(平成30年３月31日現在) 

(単位：千円) 
 

資  産  の  部 負  債  の  部 

科     目 金  額 科     目 金  額 
 

流 動 資 産 
現 金 及 び 預 金 
売 掛 金 
商 品 
未 着 商 品 
貯 蔵 品 
前 渡 金 
前 払 費 用 
繰 延 税 金 資 産 
そ の 他 
貸 倒 引 当 金 

固 定 資 産 
有 形 固 定 資 産 
建 物 
構 築 物 
機 械 及 び 装 置 
車 両 運 搬 具 
工 具 、 器 具 及 び 備 品 
建 設 仮 勘 定 
土 地 
リ ー ス 資 産 

無 形 固 定 資 産 
ソ フ ト ウ エ ア 
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 
リ ー ス 資 産 
そ の 他 

投 資 そ の 他 の 資 産 
投 資 有 価 証 券 
出 資 金 
関 係 会 社 出 資 金 
破 産 更 生 債 権 等 
長 期 前 払 費 用 
繰 延 税 金 資 産 
そ の 他 
貸 倒 引 当 金 

 
10,925,057 
6,468,071 
1,102,442 
3,123,285 

41,876 
16,568 

697 
44,379 
135,221 
11,626 

 △19,111 
6,370,224 
6,037,535 
2,625,443 

70,920 
3,884 
3,046 
50,488 
11,000 

3,157,566 
115,185 
133,062 
80,364 
10,230 
32,382 
10,086 
199,626 
64,906 
2,330 
19,867 

3 
1,221 
70,346 
40,955 
 △3 

 
流 動 負 債 

買 掛 金 
１年内返済予定の長期借入金 
リ ー ス 債 務 
未 払 金 
未 払 費 用 
未 払 法 人 税 等 
前 受 金 
預 り 金 
賞 与 引 当 金 
ポ イ ン ト 引 当 金 
そ の 他 

固 定 負 債 
長 期 借 入 金 
リ ー ス 債 務 
退 職 給 付 引 当 金 
環 境 対 策 引 当 金 
資 産 除 去 債 務 
そ の 他 

 
4,728,623 

908,298 
2,322,352 

63,640 
802,196 
38,444 
220,878 
3,197 
11,037 
131,429 
33,109 
194,039 

6,728,916 
6,351,363 

93,924 
154,246 
13,568 
32,641 
83,172 

負 債 合 計 11,457,540 

純 資 産 の 部 
 

株 主 資 本 
資 本 金 
資 本 剰 余 金 
資 本 準 備 金 
そ の 他 資 本 剰 余 金 

利 益 剰 余 金 
利 益 準 備 金 
そ の 他 利 益 剰 余 金 

固定資産圧縮積立金 
別 途 積 立 金 
繰 越 利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 
 
評 価 ・ 換 算 差 額 等 
その他有価証券評価差額金 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 

 
5,898,777 

450,452 
1,148,990 

170,358 
978,632 

4,450,446 
100,000 

4,350,446 
162,908 

3,300,000 
887,537 

 △151,110 
  

△61,036 
13,177 

△74,214 

純 資 産 合 計 5,837,741 

資 産 合 計 17,295,282 負 債 及 び 純 資 産 合 計 17,295,282 
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損 益 計 算 書 
(平成29年４月１日から平成30年３月31日まで) 

(単位：千円) 
 

科        目 金        額 

売 上 高  17,788,053 

売 上 原 価  9,732,322 

売 上 総 利 益  8,055,730 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  6,978,686 

営 業 利 益  1,077,044 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 及 び 配 当 金 5,813  

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益 31,263  

そ の 他 55,333 92,410 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 89,277  

そ の 他 3,154 92,432 

経 常 利 益  1,077,022 

特 別 損 失   

関 係 会 社 出 資 金 評 価 損 25,323 25,323 

税 引 前 当 期 純 利 益   1,051,698 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 328,261  

法 人 税 等 調 整 額 11,978 340,239 

当 期 純 利 益  711,459 
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株主資本等変動計算書 
(平成29年４月１日から平成30年３月31日まで) 

(単位：千円) 
 

 

株   主   資   本 

資 本 金 
資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

当 期 首 残 高 450,452 170,358 978,632 1,148,990 

当 期 変 動 額     

固定資産圧縮積立金の積立     

固定資産圧縮積立金の取崩     

別途積立金の積立     

剰 余 金 の 配 当     

当 期 純 利 益     

自 己 株 式 の 取 得     

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 (純額)     

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 

当 期 末 残 高 450,452 170,358 978,632 1,148,990 

 

 

株   主   資   本 

利  益  剰  余  金 

自己株式 株主資本 
合    計 利 益 

準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金 
合   計 固 定 資 産 

圧縮積立金 
別 途 
積立金 

繰越利益 
剰 余 金 

当 期 首 残 高 100,000 171,443 2,800,000 774,704 3,846,148 △151,003 5,294,586 

当 期 変 動 額        

固定資産圧縮積立金の積立     －  － 

固定資産圧縮積立金の取崩  △8,535  8,535 －  － 

別途積立金の積立   500,000 △500,000 －  － 

剰 余 金 の 配 当    △107,161 △107,161  △107,161 

当 期 純 利 益    711,459 711,459  711,459 

自 己 株 式 の 取 得      △106 △106 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 (純額)        

当 期 変 動 額 合 計 － △8,535 500,000 112,833 604,298 △106 604,191 

当 期 末 残 高 100,000 162,908 3,300,000 887,537 4,450,446 △151,110 5,898,777 
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評 価 ・ 換 算 差 額 等 

純 資 産 合 計 その他有価証券 
評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 評 価 ・ 換 算 

差 額 等 合 計 

当 期 首 残 高 11,273 129,143 140,416 5,435,003 

当 期 変 動 額     

固定資産圧縮積立金の積立    － 

固定資産圧縮積立金の取崩    － 

別途積立金の積立    － 

剰 余 金 の 配 当    △107,161 

当 期 純 利 益    711,459 

自 己 株 式 の 取 得    △106 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 (純額) 1,904 △203,357 △201,453 △201,453 

当 期 変 動 額 合 計 1,904 △203,357 △201,453 402,738 

当 期 末 残 高 13,177 △74,214 △61,036 5,837,741 
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本 
 

 
独立監査人の監査報告書 

 
平成30年５月14日 

 
ヒラキ株式会社 
取 締 役 会 御中 

 
有限責任監査法人 トーマツ 

 
指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員  公認会計士  森 村 圭 志 ㊞ 

 
指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員  公認会計士  矢 倉 幸 裕 ㊞ 

  
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ヒラキ株式会社の平成29

年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につ
いて監査を行った。 

 
連結計算書類に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤
謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者
が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 
監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連
結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一
般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による
連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監
査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監
査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれ
る。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。 

 
監査意見 

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、ヒラキ株式会社及び連結子会社からなる企業集団
の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。 

 
利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。 

 
以  上 
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会計監査人の監査報告書 謄本 
 
 

独立監査人の監査報告書 
 

平成30年５月14日 
 

ヒラキ株式会社 
取 締 役 会 御中 

 
有限責任監査法人 トーマツ 

 
指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員  公認会計士  森 村 圭 志 ㊞ 

 
指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員  公認会計士  矢 倉 幸 裕 ㊞ 

 
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ヒラキ株式会社の

平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第41期事業年度の計算書類、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附
属明細書について監査を行った。 

 
計算書類等に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成
し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。 

 
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計

算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我
が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないか
どうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査
を実施することを求めている。 
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠

を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正
又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基
づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ
た適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針
及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての
計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。 
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。 
 

監査意見 
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公

正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書
に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。 

 
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。 
 

以  上 
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監査役会の監査報告書 謄本 
 
 

監 査 報 告 書 
 

当監査役会は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第41期事業年度の
取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の
上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。   
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状
況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職
務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、
情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施
しました。 
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執

行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を
閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしま
した。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及
び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。 

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するこ
とを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の
業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１
項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議
に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使
用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応
じて説明を求め、意見を表明いたしました。 

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監
視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂
行が適正に行われることを確保するための体制｣（会社計算規則第131条各号
に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準｣（平成17年10月28日企業会
計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求
めました。 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算
書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ
の附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。  

２．監査の結果 
(1) 事業報告等の監査結果 
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し

く示しているものと認めます。 
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する

重大な事実は認められません。 
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務
の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると

認めます。 
(3) 連結計算書類の監査結果 

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると
認めます。  

平成30年５月25日  
ヒラキ株式会社 監査役会  

常勤監査役 伊 原  英 二  ㊞
監 査 役 松 田  陽 三  ㊞
監 査 役 熊 尾  弘 樹  ㊞

 
(注) 監査役 松田陽三、熊尾弘樹は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に

定める社外監査役であります。 
 

以 上 
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株 主 総 会 参 考 書 類 
 

議案および参考事項 
第１号議案 剰余金の処分の件 

当社は、キャッシュ・フローを重視した経営を実践し、内部留保を充実させなが
ら、会社を継続的に発展させることによって、株主の皆様に安定的かつ継続的に配
当を行うことを基本方針としております。 

上記方針に基づきまして、当期の剰余金の処分につきましては、次のとおりとい
たしたいと存じます。 

 
１．期末配当に関する事項 

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 
当社普通株式１株につき金10円 
なお、配当総額は 48,708,860 円となります。 
これにより、中間配当を含めた当期の年間配当は、１株につき金20円（配当金

総額 97,418,560円）となります。 
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日 

平成30年６月29日 
 

２．その他剰余金の処分に関する事項 
(1) 増加する剰余金の項目およびその額 

別途積立金     700,000,000円 
(2) 減少する剰余金の項目およびその額 

繰越利益剰余金       700,000,000円      
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第２号議案 定款の一部変更の件 
１．提案の理由 

今後の事業展開に備え、事業目的を追加し、現行定款第２条（目的）に所要
の変更を行うものであります。 

 
２．変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 
（下線部分は変更箇所） 

 
現行定款 変更案 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

 (1)～(14)（条文省略） 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

 (1)～(14)（現行どおり） 

 （新設）  (15)フランチャイズチェーンシステムの加盟

店の募集ならびに加盟店の指導およびコ

ンサルティング 

 （新設）  (16)インターネット上のショッピングモール

およびオークションの企画、開設、運営

およびそれらのコンサルティングならび

に運営の受託業務 

 (15)～(23)（条文省略）  (17)～(25)（現行どおり） 
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第３号議案 取締役６名選任の件 
本総会の終結の時をもって取締役５名全員は任期満了となります。つきましては、

経営陣の充実強化を図るため１名増員し、取締役６名の選任をお願いするものであ
ります。 

取締役候補者は次のとおりであります。 
 

候補者 
番 号 

氏     名 
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る 

当社の株式数 

※ 
１ 

い はら えい じ  
伊 原 英 二 

 
(昭和25年４月27日生) 

昭和49年４月 株式会社兵庫相互銀行（現 株式会
社みなと銀行）入行 

平成11年４月 株式会社みなと銀行審査部長 
平成13年６月 同行コンプライアンス部長 
平成14年６月 同行監査部長 
平成16年４月 同行退社 
平成16年５月 みなとリース株式会社審査部長 
平成17年２月 同社退社 
平成17年３月 当社入社 
       顧問 
平成17年６月 常勤監査役（現任） 

10,100株 

[取締役候補者とした理由] 
 同氏は、平成17年６月から常勤監査役として、会計監査および取締役の職務の執行活動
の監査を通じて当社の経営全般に精通しており、当社取締役として適任と判断し、新任取
締役候補者としております。 
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候補者 
番 号 

氏     名 
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る 

当社の株式数 

２ 

むこう ばた たつ や  
向 畑 達 也 

 
(昭和27年３月27日生) 

昭和62年４月 当社入社 
昭和63年３月 営業第３部長 
平成４年６月 取締役 

営業企画部長 
平成９年８月 常務取締役 
平成12年６月 専務取締役 
平成16年３月 専務執行役員 
平成18年６月 副社長執行役員 
平成19年２月 営業本部管掌 
平成20年４月 代表取締役（現任） 

社長執行役員（現任） 
最高執行責任者（現任） 

113,500株 

[取締役候補者とした理由] 
 同氏は、代表取締役社長執行役員としてその任務を通じて、当社の事業活動全般に関
し、豊富な経験と高度な知識を有しています。また、平成４年６月から26年間当社取締役
として企業経営に従事し、その豊富な経験をもとに、当社経営を適切に遂行していること
から、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。 
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候補者 
番 号 

氏     名 
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る 

当社の株式数 

３ 

うめ き たか お  
梅 木 孝 雄 

 
(昭和36年４月24日生) 

平成４年１月 当社入社  
平成11年４月 通信販売部長  
平成16年４月 常務執行役員  
平成18年６月 専務執行役員（現任）  
平成19年２月 専務執行役員 

営業本部兼靴事業推進部長  
平成20年４月 通信販売カンパニー社長 

物流部長（現任）   
平成21年６月 取締役(現任)  
平成22年10月 営業本部長（現任）  
平成23年４月 営業本部 ディスカウント事業部長 

(現任） 
 

＜重要な兼職の状況＞ 
 上海平木福客商業有限公司 董事 

87,200株 

[取締役候補者とした理由] 

 同氏は、取締役専務執行役員営業本部長兼ディスカウント事業部長兼物流部長としての

任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と知識を有しています。また、平成21

年６月から９年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることか

ら、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。 
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候補者
番 号 

氏     名 
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る 

当社の株式数 

４ 

ひめ お ふさ とし  
姫 尾 房 寿 

 
(昭和33年12月13日生) 

昭和56年４月 株式会社兵庫相互銀行（現 株式会

社みなと銀行）入行 

平成16年４月 株式会社みなと銀行人事部 次長 

平成20年６月 同行人事部 部長 

平成21年４月 同行三木支店 支店長 

平成23年４月 当社出向 

現業支援本部顧問 

平成23年10月 執行役員 

現業支援本部 総務部長 

平成24年６月 取締役（現任） 

平成26年６月 常務執行役員（現任） 

現業支援本部長兼総務部長兼経営戦

略室長（現任） 

 

＜重要な兼職の状況＞ 

 上海平木福客商業有限公司 監事 

3,100株 

[取締役候補者とした理由] 
 同氏は、取締役常務執行役員現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室長としての任務を
通じ、当社の事業活動に関し、豊富な経験と知識を有しています。また、平成24年６月か
ら６年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社
取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。 
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候補者
番 号 

氏     名 
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る 

当社の株式数 

５ 

ほり うち ひで き  
堀 内 秀 樹 

 
(昭和39年５月12日生) 

平成11年10月 当社入社 

平成19年５月 通信販売部長 

平成20年４月 通信販売カンパニー 通信販売事業

部長 

平成21年10月 通信販売カンパニー 通信販売事業

部長兼品質管理部長 

平成22年８月 執行役員（現任） 

通信販売カンパニー社長 

兼品質管理部長 

平成22年10月 営業本部 開発商品事業部長兼 

品質管理部長 

平成23年４月 営業本部 開発商品事業部長 

       （現任） 

平成26年６月 取締役（現任） 

 

＜重要な兼職の状況＞ 

 上海平木福客商業有限公司 董事長 

25,200株 

[取締役候補者とした理由] 
 同氏は、取締役執行役員開発商品事業部長としての任務を通じ、当社の事業活動に関
し、豊富な経験と知識を有しております。また、平成26年６月から４年間当社取締役とし
て企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任である
と判断し、引き続き取締役候補者としております。 

６ 

あさ いえ  おさむ  
朝 家   修 

 
(昭和37年12月５日生) 

平成２年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監

査法人トーマツ）入所 

平成６年３月 公認会計士登録 

平成７年９月 同法人退所 

平成８年８月 税理士登録 

平成８年８月 公認会計士・税理士 

朝家事務所代表（現任） 

平成17年６月 当社監査役 

平成27年６月 当社取締役（現任） 

 
＜重要な兼職の状況＞ 

 公認会計士・税理士 朝家事務所代表 

2,000株 

[社外取締役候補者とした理由] 
 同氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門知識を有しております。また、
平成17年６月から当社社外監査役を10年間、平成27年６月から当社社外取締役を３年間務
め、当社の業務内容に精通しており、客観的な判断、意見の提供を通して、取締役会の機
能をさらに強化できるものと判断し、引き続き社外取締役候補者としております。 
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(注)  1. ※は新任の取締役候補者であります。 
2. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 
3. 朝家 修氏は、社外取締役候補者であります。 
4. 朝家 修氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、

原案どおり選任された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。 
5. 朝家 修氏は、現に当社の社外取締役であり、その就任してからの年数は本株

主総会終結の時をもって３年であります。 
6. 当社は、社外取締役朝家 修氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限

定する契約を締結しており、同氏が再任された際には、当該契約を継続締結す
る予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める
最低責任限度額となります。 

 
第４号議案 監査役３名選任の件 

本総会終結の時をもって監査役３名全員は任期満了となります。つきましては、
監査役３名の選任をお願いするものであります。 

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 
監査役候補者は次のとおりであります。 

 

候補者 
番 号 

氏     名 
（生 年 月 日） 略歴、地位および重要な兼職の状況 所 有 す る 

当社の株式数 

※ 
１ 

かみ ひら た    さとし  
上平田   哲 

 
(昭和30年９月５日生) 

昭和53年４月 株式会社兵庫相互銀行（現 株式会
社みなと銀行）入行 

平成15年４月 株式会社みなと銀行支店第二部長 
平成17年４月 同行西脇支店 支店長 
平成21年６月 みなとリース株式会社常務取締役 
平成25年６月 同社 専務取締役 
平成29年６月 同社 審議役 
平成30年６月 当社入社 
       顧問（現任） 

－ 

[監査役候補者とした理由] 
 同氏は、長年の金融機関の勤務経験を通じて、幅広い金融知識ならびにリスク管理能力
を有していることから、監査役として適任であると判断し、新任監査役候補者としており
ます。 
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候補者 
番 号 

氏     名 
（生 年 月 日） 略歴、地位および重要な兼職の状況 所 有 す る 

当社の株式数 

２ 

まつ だ よう ぞう  
松 田 陽 三 

 
(昭和16年１月10日生) 

昭和38年４月 神戸信用金庫入庫 
平成元年６月 同庫総務部長 
平成５年４月 同庫理事、総務部長 
平成９年10月 同庫常務理事、本店営業部長 
平成13年９月 同庫専務理事 
平成15年８月 同庫検査部長 
平成18年６月 当社監査役（現任） 
平成19年６月 神戸信用金庫常任監事 
平成20年６月 神戸信用金庫常勤監事 
平成21年６月 神戸信用金庫退職 

1,400株 

[社外監査役候補者とした理由] 
 同氏は、平成18年６月から当社社外監査役を12年間務め、当社の業務内容に精通してお
り、また、金融機関における長年の実務経験および金融財政に関する幅広い経験や知識を
有していることから、社外監査役として適任であると判断し、引き続き社外監査役候補者
としております。 

３ 

くま お ひろ き  
熊 尾 弘 樹 

 
(昭和22年11月17日生) 

昭和45年４月 株式会社兵庫相互銀行（現 株式会
社みなと銀行）入行 

平成２年６月 同行取締役融資企画部長 
平成４年８月 同行常務取締役 
平成８年１月 同行退社 
平成11年７月 みどり病院（現 医療法人社団倫生会）入社 
平成13年５月 同社団事務長 
平成24年４月 同社団事務局長 
平成27年６月 当社監査役（現任） 
平成28年３月 医療法人社団倫生会退職 

100株 

[社外監査役候補者とした理由] 
 同氏は、平成27年６月から当社社外監査役を３年間務め、当社の業務内容に精通してお
り、また、元金融機関役員・元病院事務局長として財務等豊富な実務経験を有しているこ
とから、社外監査役として適任であると判断し、引き続き社外監査役候補者としておりま
す。 

 
(注)  1.  ※は新任の監査役候補者であります。 

2．各監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 

3．松田陽三氏および熊尾弘樹氏は、社外監査役候補者であります。 

4. 松田陽三氏および熊尾弘樹氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし

て届け出ており、原案どおり選任された場合は、引き続き独立役員となる予定

であります。 

5．松田陽三氏は、現に当社の社外監査役であり、その就任してからの年数は本株

主総会終結の時をもって12年であります。 

6．熊尾弘樹氏は、現に当社の社外監査役であり、その就任してからの年数は本総

会終結の時をもって３年であります。 
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7．当社は、社外監査役松田陽三氏および熊尾弘樹氏との間で会社法第423条第１項

の賠償責任を限定する契約を締結しており、両氏が再任された際には、当該契

約を継続締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、

法令に定める最低責任限度額となります。 
     
 

以上 
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株主総会会場ご案内図 
 

会 場 ： 神戸市西区岩岡町野中字福吉556 
当社 本社５階多目的ホール 
電話（078）967－1062 

交 通 ： <電車でお越しの場合>(送迎バスをご用意いたしますのでご利用ください｡) 
         (西明石駅発 ９：05） 
山陽新幹線・ＪＲ神戸線 西明石駅下車 西出口 
ＪＲ神戸線をご利用の株主様は、新幹線連絡こ線橋を渡り、
西出口(新幹線乗換口利用) 

<お車でご来場の場合> 
当社岩岡店お客様駐車場をご利用くださいますようお願い申
し上げます。 

 
 

 
※送迎バス停車位置 
 西出口より駅を出られて姫路方向（新幹線高架下）へ徒歩約３分 
 西明石駅発 ９：05   


